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秋田県公報
　　　規　則
　○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（５９・人事
　　課）……………………………………………………………………………………………………………………………１

■　目　次　■

規　　　　　　　　則

　 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 二 月 二 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 五 十 九 号

　 　 　 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 三 条 の 三 第 一 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 五 　 船 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 船 員

　　　 附　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 三 の

規 定 は 、 平 成 二 十 二 年 一 月 一 日 以 後 に 発 生 し た 事 故 に 起 因 す る 通 勤 に よ る 負 傷 又 は 疾 病 に 係 る 療 養 補 償 を 受 け る 職 員

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 発 生 し た 事 故 に 起 因 す る 通 勤 に よ る 負 傷 又 は 疾 病 に 係 る 療 養 補 償 を 受 け る 職 員 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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